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　　議第 85 号(参考資料) 

越谷都市計画 

生産緑地地区の変更について 

（吉川市決定） 
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理　由　書 

　本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に

基づき、越谷都市計画生産緑地地区の変更についての理由を示したものです。 

 

【第１２号生産緑地地区】 

１　越谷都市計画における位置等 

越谷都市計画に含まれる土地の区域は、吉川市、越谷市及び松伏町の行政区域の全

域です。本地区は、ＪＲ武蔵野線吉川駅の北東約１．９ｋｍに位置し、工業地域の中

にあります。 

２　変更の必要性 

　　　本地区が生産緑地法第１４条の規定に基づき、生産緑地地内における行為制限の解

除がされたためです。 

３　変更の内容 

　　　第１２号生産緑地地区について、生産緑地地区を廃止します。 

 

　【第１３－１号生産緑地地区】 

１　越谷都市計画における位置等 

越谷都市計画に含まれる土地の区域は、吉川市、越谷市及び松伏町の行政区域の全

域です。本地区は、ＪＲ武蔵野線吉川駅の北東約１．９ｋｍに位置し、工業地域の中

にあります。 

２　変更の必要性 

　　　本地区が生産緑地法第１４条の規定に基づき、生産緑地地内における行為制限の解

除がされたためです。 

３　変更の内容 

　　　第１３－１号生産緑地地区について、生産緑地地区を廃止します。
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参考法令（抜粋）

〇都市計画法 

（都市計画の案の縦覧等） 
第１７条　都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令

で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理

由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（市町村の都市計画の決定） 

第１９条　市町村は、市町村都市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない

ときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会）の議を経て、都市計画を決定する

ものとする。 
２　市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会

に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画

審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 
（都市計画の変更）  

第２１条　都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第６条第１項

若しくは第２項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第１３条第１項第１９号に規定する政

府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなったとき、遊休土地転換利用促進地区に関

する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じた

ときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。  
２　第１７条から第１８条まで及び前２条の規定は、都市計画の変更（第１７条、第１８条第２項及び

第３項並びに第１９条第２項及び第３項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。）につ

いて準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第１７条第５

項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。  

 

〇生産緑地法 

（生産緑地の買取りの申出）  
第１０条　生産緑地（生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項（大都市地域における住宅及び

住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。）の規定により仮

換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地。この項後段において同じ。）

の所有者（以下「生産緑地所有者」という。）は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計

画についての都市計画法第二十条第一項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）の

規定による告示の日から起算して三十年を経過する日（以下「申出基準日」という。）以後において、

市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨

を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目的となつているときは、

第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅さ

せる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなければならない。 
２　生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農

林漁業の主たる従事者（当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定め

るところにより算定した割合以上従事している者を含む。）が死亡し、又は農林漁業に従事すること

を不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、

国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることが

できる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 
 
（生産緑地地区内における行為の制限の解除）  

第１４条　第１０条の規定による申出があつた場合において、その申出の日から起算して３月以内に当

該生産緑地の所有権の移転（相続その他の一般承継による移転を除く。）が行われなかつたときは、

当該生産緑地については、第７条から第９条までの規定は、適用しない。 
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 資料）現況写真　R8.3.26

 

 写真 摘要

  

 

写真方向図

 写真１ 

 

第１２号 

生産緑地地区 

 写真２ 

 

第１２号 

生産緑地地区 
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 資料）現況写真　R8.3.26

 写真 摘要

 写真方向図

 写真１ 

 

第１３ー１号 

生産緑地地区 

 写真２ 

 

第１３－１号 

生産緑地地区 
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第１２号及び第１３－１号生産緑地における経緯の概要 

 

・生産緑地法に基づく買取申し出手続き 

 

 

・都市計画変更手続き 

 １　買取申出提出 令和７年１０月　６日

 ２　買取希望照会結果（通知） 令和７年１１月　５日

 ４　農業委員会あっせん（照会） 令和７年１１月　６日

 ５　農業委員会あっせん結果（回答） 令和７年１２月２６日

 ６　行為制限の解除（通知） 令和８年　１月　６日

 １　説明会等 実施無し

 ２　事前調整 実施無し

 ３　知事協議 令和８年　１月１４日

 ４　知事回答 令和８年　１月２３日

 ５　案の公告 令和８年　２月２５日

 ６　案の縦覧　 令和８年　２月２５日から 

令和８年　３月１１日まで

 ７　吉川市都市計画審議会 令和８年　４月２１日

 ８　都市計画変更告示 令和８年　４月下旬

 ９　図書の写しの送付 令和８年　４月下旬
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　　議第 86 号(参考資料) 

　　特定生産緑地の指定について 
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参考法令（抜粋）

〇生産緑地法 

（特定生産緑地の指定） 
第１０条の２　市町村長は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域

における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基

準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であ

ると認められるものを、特定生産緑地として指定することができる。 
２　前項の規定による指定（以下単に「指定」という。）は、申出基準日までに行うものとし、その

指定の期限は、当該申出基準日から起算して十年を経過する日とする。 
３　市町村長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該生産緑地に係る農地等利害関係人（第

三条第四項に規定する農地等利害関係人をいう。以下同じ。）の同意を得るとともに、市町村都市

計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する

都道府県の都道府県都市計画審議会。第十条の四第三項において同じ。）の意見を聴かなければな

らない。 
４　市町村長は、指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定生産緑地を公示

するとともに、その旨を当該特定生産緑地に係る農地等利害関係人に通知しなければならない。
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第１号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

生産緑地法第８条但し書に該当する、公共施設等（電気供給施設）の設置、管理に係る行為として使用している。

南東側より  北西側より 

第１号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

生産緑地法第８条但し書に該当する、公共施設等（電気供給施設）の設置、管理に係る行為として使用している。

北側

使用前の状況 R６.４
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第２号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

工作物：ネギ等

北側より  北西側より 

第３号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

工作物：ネギ等

西側より  北西側より 
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第１６号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

工作物：きゅうり、トマト、ネギ、キャベツ

北西側より  北東側より 

第１７号生産緑地地区 現況写真   R8.3.30

工作物：ネギ、白菜

北西側より  北東側より 
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第１９号生産緑地地区 現況写真   R8.4.3

工作物：ネギ、大根

西側より  中央辺り 

第２０号生産緑地地区 現況写真   R8.4.3

工作物：きゅうり、トマト、なす、オクラ、白菜（現在は植え替えの時期）

西側  東側 
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